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個別支援計画の作成について 

　 

個別支援計画の作成について，以下に示す作成手順や留意点を確認の上，貴事業所の作成手順等を見直

し，適切に対応してください。 

 

・個別支援計画作成の大まかな作成手順 

　　 

 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個別支援計画作成の各手順の留意点 

　１　アセスメント・支援内容の検討 

　　・　利用者の有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者

の希望する生活及び課題等の把握を行うこと。 

　　・　アセスメントは利用者に面接して行うこと。 

　　・　アセスメントに並行して，適切な支援内容を検討すること。 

 

　２　個別支援計画の原案作成 

　　・　サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者等」）は，アセス

メント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及びその家族の生活に対する意向，総合的な支

援の方針，生活全般の質を向上させるための課題，サービスの目標及び達成時期，サービスを提

供するうえでの留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。 

　　　（児発，放デイの場合は，５領域との関連性やインクルージョンの観点を踏まえたサービスの具

体的な内容も含ませること。） 

 

　３　個別支援会議（個別支援計画作成会議） 

　　・　サービス管理責任者等は，個別支援計画の原案を作成のうえ，利用者に対するサービスの提供

に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し，利用者の希望する生活やサービスに関する意向

等を改めて確認するとともに，出席者から計画の原案について意見を求めること。 

 1 アセスメント・支援内容の検討

 2 個別支援計画の原案作成

 3 個別支援会議（個別支援計画作成会議）

 4 原案の完成

 5 原案を利用者に説明，利用者からの同意

 6 個別支援計画の完成

 7 個別支援計画を利用者及び相談支援事業者に交付

 8 計画に基づく支援

 9 定期的なモニタリング

 

10

計画の見直し

 　→計画の変更が必要であれば，１へ

 　→計画の変更が不要であれば，８へ

訪問系及び相談支援を除く。
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　　・　個別支援会議については，者サービスについては，原則として利用者が同席した上で行うこと。

児サービスについては，会議の開催にあたって，利用児の年齢や発達の程度に応じて利用児や保

護者の意見を聴くことが求められるため，利用児や保護者を会議の場に参加させることや，会議

の前に担当者等が直接会って意見を聴くなどの対応をとること。 

　　・　会議の内容（日時，参加者，意見）を記録し，保存すること。 

 

　４　原案の完成 

　　・　上記３の担当者会議での意見を反映し，個別支援計画の原案を完成させる。 

 

　５　原案の利用者への説明及び利用者からの同意取得 

　　・　個別支援計画の原案の内容について，利用者又はその家族（以下「利用者等」）に対して説明を

行い，文書で同意を得ること（同意日，利用者又はその家族による署名）。 

 

　６　個別支援計画の完成 

　　・　利用者等から原案に対する同意を得ることで，個別支援計画が決定する。 

 

　７　個別支援計画を利用者及び相談支援事業者に交付 

　　・　希望者のみではなく，原則全ての利用者に対し個別支援計画を交付すること。 

　　・　利用者を担当する相談支援事業者へも個別支援計画を交付すること。 

 

　８　計画に基づく支援 

　　・　利用者への支援は，個別支援計画に基づいて行う必要があることから，直接処遇に当たる支援

員に対し，計画に記載した課題や目標，支援の具体的内容等を周知すること。 

・　直接処遇に当たる支援員が必要な時に個別支援計画を確認できるようにすること（保管に際し

ては，個人情報が守られるよう施錠できる場所等に保管する。）。 

 

　９　定期的なモニタリング 

　　・　利用者に面接し，①到達目標の達成度の評価・分析，②利用者にサービスが適切に提供されて

いるかの評価，③利用者の意向や環境の変化の評価を行うことで，個別支援計画の実施状況の把

握を行うこと。 

　　・　モニタリングの際には利用者についての継続的なアセスメントも同時に行うこと。（当初のア

セスメントの内容を見直し，必要に応じて加筆修正する形でも可。アセスメント内容の変更の有

無に関わらず見直した結果について記録すること。） 

　　・　実施の頻度については，サービスの種別により３月又は６月に１回以上であるが，必要な場合

には随時行うこと。 

 

　10　計画の見直し 

　　・　モニタリングの結果を踏まえ，個別支援計画の内容を見直し，計画の変更が必要か確認するこ

と。計画の有効期間が終了する場合には，新たな有効期間の計画を作成すること。 
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　　・　計画の変更や更新が必要な場合は，「１　アセスメント」以降の手順で変更後の計画を作成する

こと。 

　　・　計画の変更や更新が不要な場合（※）は，計画に基づく支援を継続すること。 

　　　　 

　　　　※　事業者と利用者等の計画の内容に対する共通認識を深め，より目標達成に向けて計画を実

行するという観点から，個別支援計画の変更が不要な場合でも，そのことを利用者等に対し

て説明のうえ同意を得ることが望ましい（上記「５原案の利用者への説明及び利用者からの

同意取得」と同様）。


